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➡

次の条件を満たすと納付方法が選択可能になります。

対 象 者 方　法

② 年金収入が年180万円未満の方。

① 国民健康保険税（料）で、
　 　　これまで滞納がなかった方。 本人の口座から振替

世帯主または配偶者の口座から振替

●お住まいの市町村窓口にて、手続きが必要です。

ご希望があれば



➡

➡

次の条件を満たすと納付方法が選択可能になります。

対 象 者 方　法

② 年金収入が年180万円未満の方。

① 国民健康保険税（料）で、
　 　　これまで滞納がなかった方。 本人の口座から振替

世帯主または配偶者の口座から振替

●お住まいの市町村窓口にて、手続きが必要です。

ご希望があれば




